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ＰＦＡＳ※１地下水調査結果を踏まえた今後の対応について

※１ ここでは、ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタン酸(ＰＦＯＡ)を扱う 

１  これまでの経緯 

静岡市は、令和５年１０月１０日から１１日に、市内５河川及び過去にＰＦＯＡの使用履

歴のあった「 三井・ ケマーズ フロロプロダクツ株式会社(以下「 当該事業者」 )清水工場（ 以下

「 当該工場」）」の周辺水路１地点の計６か所で実施したＰＦＡＳ調査の結果（ 速報値）が１０

月３０日に判明したことを受け、１１月１日に「 ＰＦＡＳ調査の結果及び今後の対応につい

て」 を公表しました。  

調査の結果、当該工場周辺水路１地点で、国の定める公共用水域の暫定目標値※２（ ＰＦＯ

ＳとＰＦＯＡの合算値50ｎ ｇ /Ｌ ） を超えるＰＦＡＳ（ 270ｎ ｇ /Ｌ ） が検出されました。  

市は、令和５年１０月３１日に当該事業者が独自に実施した当該工場排水のＰＦＯＡ濃度

にかかる測定結果（ 令和５年２月から１０月まで）について情報提供を受けましたので、そ

の内容についても１１月１日に公表しました。  

暫定目標値を上回るＰＦＡＳの検出結果を踏まえ、市は工場周辺の個人所有の井戸５か所

における地下水のＰＦＡＳ濃度の調査を実施することとしました。  

※２ これまで市は暫定指針値という言葉を用いてきましたが、環境省の「 ＰＦＡＳ・ ＰＦＯＡに関するＱ＆Ａ集」（ ２

０２３年７月時点） の表記にならい、暫定目標値と標記します。  

２  市による地下水の調査結果（ 速報値）  

令和５年１０月１７日～２０日に、当該工場の敷地境界から約５００ｍ以内の井戸５か所

（ 別紙１参照）で実施したＰＦＡＳ調査の測定結果（ 速報値）が１１月７日に判明しました。  

調査の結果、４地点で国の定める地下水の暫定目標値（ 50ｎ ｇ /Ｌ ） を超えるＰＦＡＳが検

出されました。詳細は下表のとおりです。

           (単位: ｎ ｇ /Ｌ )

地点名 ＰＦＯＳ ＰＦＯＡ 合計 測定日 

井戸Ａ（ 散水用）    1. 6 1, 300 1, 300 10月17日 

井戸Ｂ（ 散水用）    3. 6  350  350 10月19日 

井戸Ｃ（ 散水用）    3. 7  690  700 10月17日 

井戸Ｄ（ 散水用）    1. 6  610  610 10月17日 

井戸Ｅ（ 散水用）    0. 19   7. 2   7. 4 10月20日 

上記のうち、井戸Ｄ及びＥの２地点については所有者から場所の公表を控えてほしいとの意向を 

踏まえ、場所は非表示としています。 

※ ｎ ｇ （ ナノグラム） は10－9ｇ （ グラム） を表します。  

※ 上記表の合計値については、「 公共用水域水質測定結果の報告について」（ 平成５年３月２９日環水基第５１号

環境庁水質保全局長通知） に基づいて処理するため、単純な合算値にはなりません。
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３  当該事業者が実施した当該工場地下水のＰＦＯＡ濃度調査結果 

 市は、当該事業者が独自に実施した当該工場敷地内の井戸の地下水のＰＦＯＡ濃度にかか

る分析結果（ 令和５年９月実施分）について、１１月６日に、当該事業者から情報提供を受

けました。その内容は、  

・ 当該工場敷地内に複数の井戸（ 観測用を含む） があるが、そのすべてから暫定目標値を

超えるＰＦＯＡ濃度が検出された。工場敷地の西側部分で、相対的に高いＰＦＯＡ濃度

が検出された。  

・ 具体的な数値については、示していただけなかった。  

４  調査結果の評価とそれを踏まえた即時の対応 

（ １） ＰＦ ＡＳの拡散状況の推定 

１か所は50ｎ ｇ /Ｌを下回る7. 4ｎ ｇ /Ｌでしたが、残りの４か所については暫定目標値の

７～２６倍（ 350～1, 300ｎ ｇ /Ｌ ） という値となりました。また、当該事業者からの聞き取

りの結果、工場敷地内の複数の井戸の調査結果（ ９月実施） ではすべて50ｎ ｇ /Ｌを大きく

超えていました。工場敷地外ではＰＦＡＳの使用履歴がないことから、工場敷地内のＰＦＡ

Ｓが地下水に溶出し、地下水中の移流・拡散により工場敷地以外の地下水にも暫定目標値を

超える濃度で拡がっているものと推定されます。  

※ 移流・ 拡散：  移流とは物質が地盤中の地下水の流れによって移動する現象を、  

拡散とは物質が空間的に広がる現象を示すものです。 

（ ２） ＰＦ ＡＳ濃度の評価 

ＰＦＡＳ濃度は、市が調査した５か所のうち４か所で暫定目標値の７～２６倍となってい

ます。  

暫定目標値は「 体重５０ｋ ｇ の人が水を一生涯にわたって毎日２リットル飲用したとして

も、この濃度以下であれば人の健康に悪影響が生じないと考えられる水準」を基に定められ

たものです。よって、暫定目標値を超えた濃度の水を毎日大量に飲まない限り、健康被害は

ほぼ発生しないものと考えられます。  

今回調査した５か所の井戸水はすべて散水として使われているので、少なく とも当該井戸

の水の利用による健康被害は発生していないと推定されます。しかし、工場の周辺には調査

対象井戸以外の井戸が存在することから、それらの井戸が飲用に使用されている場合もあり

得ます。  

（ ３） 三保地区の地下水利用（ 塩化地下水を除く ） についての注意喚起 

当面の措置として、市は「 三保地区の井戸については、当分の間は飲用を控えてください。」

と注意喚起します。この旨を地元説明会においてお知らせする予定です。  
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（ ４） 折戸・ 駒越地区の地下水利用 

 これまでの知見により、三保地区と折戸・ 駒越地区の地下水は、連続していないものと推

定されています。従って、両地区の地下水のＰＦＡＳ濃度が暫定目標値より高い可能性は極

めて低いと考えられます。その検証のため、両地区において地下水のＰＦＡＳ濃度の調査を

行います。調査結果が判明するまでの予防的対応として、井戸の地下水の多量の飲用を控え

ることをご検討ください。  

５  今後の対応の基本方針 

（ １） 基本方針 

 調査の結果、井戸４地点において暫定目標値を超えるＰＦＡＳが検出されたことを受け、

今後、以下のとおり対応します。  

① 地下水についての対応方針 

（ ア） 市の追加調査により、どの範囲までＰＦＡＳの影響が及んでいるかを調査しま

す。また、モニタリング井戸を２か所程度設けて毎日ＰＦＡＳ濃度を分析する

ことで、場所の違いによる変動と一日の中での変動を調査します。  

（ イ） 当該工場敷地内の地下水のＰＦＡＳ濃度に関するデータ提供を引き続き依頼し

ます。  

（ ウ） 高いＰＦＡＳ濃度が検出される現象について、原因を推定します。  

（ エ）（ ウ） に基づき、当該事業者とともに原因の除去方法を検討します。  

（ オ） 三保地区の井戸の使用方法についても情報提供を依頼し、三保地区で飲用井戸

がある場合は、当分の間、利用者へ水道水への切り換えをお願いします。  

② 工場排水についての対応方針 

当該工場排水については、継続的なＰＦＡＳ濃度のモニタリング調査を行い（ １０月

３１日開始）、結果に基づいて当該事業者と協議を行います。  

 これらを踏まえて、排水のＰＦＡＳ濃度の低減に向けた対策を進めます。 

（ ２） 追加調査 

 ＰＦ ＡＳの地下水への影響範囲を調べるために、以下の追加調査を行います。（ 位置は別

紙２参照）  

①  地下水の追加調査地点（ 現在調整中）（ １回測定）  

・ 調査済みの５地点の継続調査         ５か所 

・ 当該工場敷地境界から約500ｍ以内の民間井戸      ７か所 

 ※ 静岡県地下水の採取に関する条例で届出対象となる井戸 

・ 三保地区の当該工場敷地境界から 500ｍ圏外の民間井戸      １か所 

・ 日本軽金属株式会社清水工場内の井戸        ３か所 

・ 三保地区・ 折戸地区の塩化地下水井戸         ３か所 

・ 折戸地区の民間井戸            １か所 

・ 駒越地区の民間井戸            ３か所 

② 地下水のモニタリング井戸（ 毎日測定）          ２か所 
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（ ３） 調査希望に応じた井戸地下水調査 

 三保地区において井戸水のＰＦＡＳ調査をご希望の方には、市により調査を実施します。

静岡市ＰＦＡＳ相談窓口（ ０５４－２２１－１３５９） にご連絡ください。  

（ ４） 地下水の流動解析調査 

 ＰＦ ＡＳが、当該工場敷地外の地下水へ拡散する現象について、調査結果と数値解析モデ

ルにより推定します。解析内容の詳細については、現在調整中です。 

（ ５） 当該工場・ 地元自治会・ 市の３者連絡会の設置 

 当該工場、地元自治会、市の３者連絡会を設けることが合意されました（ １１月８日付け）。

これに基づき、地元説明会（ 各自治会長を対象） を開催予定です（ 地元の要望により、時期

及び場所については報道非公開）。（ 合意書は別紙３のとおり）  

（ ６） 情報発信と相談 

 市は、住民の不安に寄り添い、透明性を確保しながら適切な情報発信を行っていく必要が

あります。このため、市（ 環境保全課） ホームページ「 ＰＦＡＳ調査の結果及び今後の対応

について」（ １１月１日公開開始） において、市からのお知らせや、実施している調査結果

（ 速報値） について随時掲載します。  

 そのほか、市公式ＳＮＳアカウントからも当該ホームページについて周知を図ります。ま

た、静岡市ＰＦＡＳ相談窓口（ ０５４－２２１－１３５９） を設置します。  

ホームページ「 ＰＦＡＳ調査の結果及び今後の対応について」 ＵＲＬ  

  https: //www. ci ty. shi zuoka. l g. j p/503_000040. html  

６  次回の公表予定 

 今回実施する追加濃度測定調査及び地下水流動解析調査、３者協議の結果等を踏まえ、新

たな対応方針を11月中に公表する予定です。  

添付資料 

 別紙１ 地下水調査結果速報地点図 

 別紙２ 地下水追加調査地点図 

 別紙３ 三者連絡会の設立に関する合意書 

【 担当】  

環境保全課 水質係（ 静岡市ＰＦＡＳ相談窓口）  

054－221－1359（ 直通）  



地下水調査結果速報地点図

井戸Ｂ
350 ng/L

井戸Ｃ
700 ng/L井戸Ａ

1,300 ng/L

別紙１

※ 井戸Ｄ及びＥの２地点については所有者から場所の公表を控えてほしいとの意向を踏まえ、場所は非表示としています。

三井・ケマーズフロロプロダクツ(株)
清水工場



周辺調査地点図（工場敷地境界から500ｍ圏内） 別紙２－１

●：調査対象井戸（淡水）（12地点）
No.1～３：継続調査地点 No.4～5：継続調査地点（地点非公表）
No.6～９：追加調査地点 No.10～12：追加調査地点（地点非公表）

■：公共用水域の濃度測定地点

No.1

No.2

No.3

No.6

No.7

No.8

No.9

三井・ケマーズフロロプロダクツ(株)
清水工場



周辺調査地点図（敷地境界から500ｍ圏外、三保地区） 別紙２－２

No.13

No.14

No.15

●：調査対象井戸（淡水）（4地点）
No.13～15：追加調査地点 No.16：追加調査地点（地点非公表）

●：調査対象井戸（塩化地下水） （1地点）

No.17：追加調査地点（地点非公表）
※ 上記範囲内で更に５地点の追加調査を現在調整中です。



周辺調査地点図（敷地境界から500ｍ圏外、折戸地区） 別紙２－３

●：調査対象井戸（淡水）（1地点）
No.18：追加調査地点（地点非公表）

●：調査対象井戸（塩化地下水） （2地点）

No.19～20：追加調査地点（地点非公表）



周辺調査地点図（敷地境界から500ｍ圏外、駒越地区） 別紙２－４

●：調査対象井戸（淡水）（３地点）
No.21：追加調査地点 No.22～23：追加調査地点（地点非公表）

No.21




